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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の商品を積層して収納する商品コラムの下部に組み込まれて最下位置の商品から順に
該商品コラムの前面に払い出す自動販売機の商品払出装置であって、
上面を商品の載置部とした装置本体と、
この装置本体の上面に突出して該装置本体の後端側から前端側に向けて移動可能に設けら
れ、前記装置本体の上面に載置された商品の後端を押圧して該商品を押し出す押圧部材と
、
常時は前記装置本体の上面前端側に突出して該装置本体の上面に載置された商品の払い出
しを阻止すると共に、前記押圧部材の駆動機構により駆動されて該押圧部材による商品の
押圧動作に連動して該装置本体の上面から退避して前記商品の払い出しを許可するストッ
パ部材と、
前記装置本体の側部に選択的に装着されて前記ストッパ部材に連接され、常時は前記装置
本体の上面前端側に突出して前記装置本体の上面に載置された商品の払い出しを阻止する
と共に、前記ストッパ部材の動きに連動して該装置本体の上面から退避して前記商品の払
い出しを許可する補助ストッパ部材を備えることを特徴とする自動販売機の商品払出装置
。
【請求項２】
前記ストッパ部材および補助ストッパ部材は、それぞれ前記装置本体の上面に突出する爪
部を先端に備えたレバー体からなり、
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前記装置本体への前記補助ストッパ部材の装着は、上記各レバー体の回動支点となる軸部
を互いに連結して行われるものである請求項１に記載の自動販売機の商品払出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、箱形形状をなす複数の商品（例えばシガレット）を積層して収納する商品コラ
ムの下部に組み込まれて、その最下位置の商品から順に該商品コラムの前面に払い出す自
動販売機の商品払出装置に関する。
【０００２】
【関連する背景技術】
シガレット等の箱形形状の商品を販売する自動販売機は、図５に示すように箱形の自動販
売機本体１の内部に、複数の商品を積み重ねて収納する複数の商品コラム２を備えている
。そしてその前扉３に設けられた商品選択釦（図示せず）の選択的な操作に応じて該当商
品をその最下位置のものから順に上記商品コラム２から払い出し、商品シュート４を介し
て前記前扉３に設けられた商品取出部５に導くように構成される。
【０００３】
尚、前記各商品コラム２の下部には、商品払出装置６がそれぞれ組み込まれる。この商品
払出装置６は、例えば図６にその内部を透視した構造図を示すように、その上面を商品の
載置面とした装置本体１１と、この装置本体１１の上面からその内部に掛けて前後方向に
周回軌道をなして設けられた無端状ベルト１２と、この無端状ベルト１２の外周に取り付
けられた押圧部材（プッシャ）１３とを備えている。そして商品の選択操作に応じて、そ
の駆動系であるモータ１４を作動させて無端状ベルト１２を走行駆動し、上記押圧部材１
３を装置本体１１の後端部からその上面に突出させて前端部に向けて走行させることで図
７(ａ)(ｂ)にその動作態様を示すように該装置本体１１の上面に載置された商品Ｓを押出
して、その前方（商品コラム２の前面側）に払い出す如く構成される（例えば特許文献１
を参照）。
【０００４】
また最近では商品払出装置６に、前記押圧部材１３の走行に連動して上下動して装置本体
１１の上面に載置された商品Ｓの不本意な落下を阻止するストッパ爪１５を組み込んだも
のも開発されている（例えば特許文献２を参照）。ちなみにこのストッパ爪１５は上下方
向に揺動可能に設けられた略Ｌ字形のレバー体からなり、前記無端状ベルト１２の駆動系
（駆動プーリ）に連接されたカム機構（図示せず）により揺動駆動される。そして常時は
図７(ａ)に示すようにその先端部を前記装置本体１１の上面前端側に突出させて該装置本
体１１の上面に載置された商品Ｓの払い出しを阻止すると共に、前記押圧部材１２の走行
駆動に伴って図７(ｂ)に示すように装置本体１１の上面から退避することで前記商品Ｓの
払い出しを許可する役割を担う。
【０００５】
【特許文献１】
特開２００１－１４５３９号公報
【特許文献２】
特願２００２－２１９１０４号
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで前述した商品コラム２の幅は、専ら、各種商品Ｓの最大幅よりも若干広い幅の商
品収納空間を形成して設けられ、また商品コラム２の下部に組み込まれる商品払出装置６
は、該商品コラム２の幅程度の大きさを有するものとして実現される。従って商品払出装
置６（装置本体１１）の幅は、概略的には商品Ｓの最大幅と同程度である。一方、上述し
たストッパ爪１５は、押圧部材１３の走行を妨げることのない位置、具体的には無端状ベ
ルト１２の周回軌道の側部の商品払出装置６の幅方向の中心から外れた偏った位置に設け
られる。これ故、ストッパ爪１５は、装置本体１１の上面に載置された商品Ｓの前端の隅
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部に近い位置に突出して上記商品Ｓの落下を防ぐことになる。
【０００７】
ところで商品Ｓの販売形態によっては、特にサイズの小さい商品Ｓを販売する場合、その
商品コラム２を商品Ｓの幅の２倍に拡げて設定して該商品コラムに２列に亘って商品を積
み重ねて収容し、その最下位置の商品Ｓを２個ずつ同時に払い出すことが要求される。こ
の場合、通常、商品払出装置６を商品コラムの中心部に設け、この商品払出装置６上に商
品Ｓを２列に積み重ねることで該商品払出装置６の押圧部材１３により最下位置の２個の
商品Ｓを同時に押圧して払い出すように設定される。しかしながらこのように商品コラム
の中心位置に商品払出装置６を設けると、前述したストッパ爪１５が片側の商品Ｓの前端
部側にだけ突出するので、他方の商品Ｓの落下を防止することができないと言う問題が生
じる。
【０００８】
このような不具合を解消するべく、１つの商品コラムに２個の商品払出装置６を組み込む
ことは不経済であり、自動販売機の構成が大掛かりなものとなることが否めない。また無
端状ベルト１２の周回軌道の両側部にそれぞれストッパ爪１５を設けるようにすると、商
品払出装置６の構成が複雑化することが否めない。更には２個同時払い出し用の専用の商
品払出装置６を準備することも不経済である。
【０００９】
本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、その目的は、商品コラムへの組み付
けの汎用性を損なうことなしに、商品の２個同時払い出しに容易に対処することのできる
簡易な構成の自動販売機の商品払出装置を提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するべく本発明に係る自動販売機の商品払出装置は、複数の商品を積
層して収納する商品コラムの下部に組み込まれて最下位置の商品から順に該商品コラムの
前面に払い出すものであって、
上面を商品の載置部とした装置本体と、
この装置本体の上面に突出して該装置本体の後端側から前端側に向けて移動可能に設けら
れ、前記装置本体の上面に載置された商品の後端を押圧して該商品を押し出す押圧部材と
、
常時は前記装置本体の上面前端側に突出して該装置本体の上面に載置された商品の払い出
しを阻止すると共に、前記押圧部材の駆動機構により駆動されて該押圧部材による商品の
押圧動作に連動して該装置本体の上面から退避して前記商品の払い出しを許可するストッ
パ部材と、
前記装置本体の側部に選択的に装着されて前記ストッパ部材に連接され、常時は前記装置
本体の上面前端側に突出して前記装置本体の上面に載置された商品の払い出しを阻止する
と共に、前記ストッパ部材の動きに連動して該装置本体の上面から退避して前記商品の払
い出しを許可する補助ストッパ部材を備えることを特徴としている。
【００１１】
好ましくは前記ストッパ部材および補助ストッパ部材は、それぞれ前記装置本体の上面に
突出する爪部を先端に備えたＬ字形のレバー体からなり、前記装置本体への前記補助スト
ッパ部材の装着は、上記各レバー体の回動支点となる軸部を互いに連結して行われるよう
に構成される。特にストッパ部材の軸部に設けられた軸孔に、補助ストッパ部材の軸部を
その向きを合わせて嵌合させることで、これらのストッパ部材を互いに連結するように構
成される。
【００１２】
即ち、本発明に係る商品払出装置は、例えば装置本体の側部に設けられた補助ストッパ部
材装着用の穴部を挿通させて補助ストッパ部材の長尺の軸部を嵌め込み、この軸部の先端
を該商品払出装置に組み込まれているストッパ部材の軸部に設けられた軸孔に、その向き
を合わせて嵌め込むことで、装置本体の側部に装着した補助ストッパ部材を前記ストッパ
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部材と連動されて駆動するようにしたことを特徴としている。特にこの補助ストッパ部材
を、商品の２個同時払い出し用の商品払出装置を実現する場合にだけ装着することで、商
品払出装置の汎用性を維持し得るようにしたことを特徴としている。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の一実施形態に係る自動販売機の商品払出装置について説明
する。
図１はこの実施形態に係る商品払出装置の外観を示す図で、図２はその内部構造を示す図
である。この商品払出装置は、合成樹脂製の箱体をなす装置本体２１の上面を商品Ｓの載
置部としたもので、その内部にモータ２２およびこのモータ２２によって駆動される複数
の駆動プーリ２３を内蔵している。装置本体２１の上面からその内部に亘って前後方向に
周回軌道を形成して設けられる所定幅の合成樹脂製の無端状ベルト２４は、上記複数の駆
動プーリ２３間に掛け渡されており、装置本体２１の上面中央部をその後端側から前端側
に向けて走行駆動される。この無端状ベルト２４にＴ字形の押圧部材（プッシャ）２５が
取り付けられており、押圧部材２５は前記無端状ベルト２４の１回の周回走行によって装
置本体２１の後端側からその上面に突出し、装置本体２１上に載置される商品の後端を押
圧しながらその前端側に移動する。そして押圧部材２５は、商品Ｓを装置本体２１上から
払い出した後、装置本体２１の内部に潜り込んだ位置を待機位置として停止する。
【００１４】
尚、装置本体２１の上面には、前記無端状ベルト２４の走行経路の側部に位置して弓形の
形状を有する売り切れ検出レバー２６が設けられている。この売り切れ検出レバー２６は
、図示しないバネにより付勢されて前記装置本体２１の上面に突出させて設けられており
、装置本体２１の上面に載置される商品Ｓの荷重を受けて装置本体２１の内部に押し込ま
れる。この売り切れ検出レバー２６の上下動によって図示しないスイッチがオン／オフさ
れ、そのオン／オフタイミング（オン時間）から商品Ｓの売り切れと、商品の払い出しと
がそれぞれ検出されるようになっている。
【００１５】
具体的には装置本体２１の上面に商品Ｓがなくなった場合には、上記スイッチが長時間に
亘ってオン状態となることから商品Ｓの売り切れを検出し、また前記押圧部材２５による
商品Ｓの払い出しによって一時的に前記スイッチがオン状態となり、前記装置本体２１の
上面への次ぎ商品の落下によって前記スイッチが短時間の内にオフ状態に復帰することか
ら、１回の商品の払い出しを検出するものとなっている。前述した無端状ベルト２４の走
行駆動は、商品の販売指令を受けてモータ２２を通電することによって開始され、上記ス
イッチによって商品の払い出しが検出されてから、所定のタイミングを経て上記モータ２
２の通電を停止することによって行われる。これによって無端状ベルト２４が、特にこの
無端状ベルト２４に取り付けられた押圧部材２５がその走行軌道を１周することになる。
【００１６】
一方、前記装置本体２１の前端側には、前記無端状ベルト２４の走行軌道の側部に位置し
て該装置本体２１の上面に突出するストッパ爪２７が設けられている。このストッパ爪２
７は、その先端に前記装置本体２１の上面に突出する爪部２７ａを形成したＬ字状のレバ
ー体からなり、その基部２７ｂを回動自在に軸支されて上記爪部を上下動自在に設けたも
のからなる。このストッパ爪２７は、前記無端状ベルト２４を走行駆動する駆動プーリ２
３に連接されたカム機構２８により駆動され、前記無端状ベルト２４が１周する際、これ
に同期して所定のタイミングで装置本体２１の上面に突出する位置から退避するようにな
っている。即ち、ストッパ爪２７は、常時は前記装置本体２１の上面に突出して位置付け
られており、装置本体２１上に載置された商品Ｓの該装置本体２１の前端側からの落下を
阻止している。そして無端状ベルト２４を走行駆動して前記押圧部材２５により装置本体
２１上の商品を押出して該商品を払い出す際にだけ、ストッパ爪２７は上記突出位置から
退避することで、商品の払い出しを妨げないものとなっている。
【００１７】
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ところでストッパ爪２７の軸部２７ｂには、補助ストッパ部材３１を連結するための軸孔
２９が同軸に設けられている。この軸孔２９は、例えば図３(ａ)に示すように丸孔の周囲
に一対の切り込み溝を設けた形状の孔２９ａ、或いは図３(ｂ)に示すように断面Ｄ字状と
した半円弧状の孔２９ｂからなり、補助ストッパ部材３１の軸部を、その周方向に位置規
制して嵌合するものとなっている。また装置本体２１の内部における前述した駆動プーリ
２３等の駆動機構は、このようなストッパ爪２７の軸部２７ｂの側部を避けて配置されて
いる。そしてストッパ爪２７の軸部２７ｂから無端状ベルト２４の周回軌道の内側を通り
、更に装置本体２１の側面板に至るまでの領域には、前記補助ストッパ部材３１の軸部を
挿通可能な空間が形成されている。そして上記装置本体２１の側面板の前記ストッパ爪２
７の軸部２７ｂに対峙する位置には、前記補助ストッパ部材３１の後述する軸体３２を挿
通して該軸軸体３２の基端部を軸支する補助ストッパ部材３１の装着孔２１ａが設けられ
ている。
【００１８】
これに対して装置本体２１の側部に選択的に装着される補助ストッパ部材３１は、前記ス
トッパ爪２７と略同一形状を有するＬ字状のレバー体と、このレバー体の軸部に同軸に設
けられた所定長さの軸体３２とを備えている。この軸体３２は、前記装置本体２１の幅と
略等しい長さ、具体的には装置本体２１の側板からストッパ爪２７の軸部２７ｂに至る長
さを有するもので、その先端部には前記軸孔２９に嵌合する形状の嵌合部３２ａが設けら
れている。そしてこの補助ストッパ部材３１は、必要に応じてその軸部３２を前記装着孔
２１ａから装置本体２１の内側に差し込むことで前記ストッパ爪２７の軸部２７ｂに連結
されて装置本体２１の側部に装着される。
【００１９】
尚、ストッパ爪２７の軸部２７ｂと補助ストッパ部材３１の軸体３２との連結は、適度な
摩擦力を以て容易に離れることなく互いに結合させて行われる。そして所定の力で補助ス
トッパ部材３１をその軸方向に引き抜くことで、上記摩擦力に抗してその結合が解除され
、補助ストッパ部材３１の装置本体２１からの取り外しを行い得るようになっている。
【００２０】
かくしてこのような補助ストッパ部材３１を装置本体２１の側部に選択的に装着し、スト
ッパ爪２７に連動させて動かし得るように構成された商品払出装置によれば、商品コラム
への組み込みの態様に応じて補助ストッパ部材３１を装着するか否かを決定するだけで良
い。従って図４(ａ)に示すように１列に積み重ねて収容した商品Ｓを１個ずつ払い出すだ
けで良い場合には、補助ストッパ部材３１を装着することのない標準的な状態で商品コラ
ムの下部に組み込むだけで、商品Ｓの不本意な落下を防止しながら商品の払い出しを行わ
せることができる。
【００２１】
また図４(ｂ)に示すように２列に積み重ねて収容した商品Ｓを、その最下位置のものから
順に２個ずつ同時に払い出すだけで良い場合には、装置本体２１の側部に補助ストッパ部
材３１を装着し、これを商品コラムの下部の略中央部に組み込むようにすれば良い。する
と装置本体２１に予め組み込まれているストッパ爪２７によって片方の列の商品Ｓの不本
意な落下を防止し、同時に補助ストッパ部材３１によって他方の列の商品Ｓの不本意な落
下を防止することが可能となる。この結果、商品コラムからの商品Ｓの２個同時払い出し
要求に対して効果的に対処することが可能となる。
【００２２】
また上述した構成によれば所定の長さの軸体３２を備えた補助ストッパ部材３１を準備し
ておくだけで、商品コラムの仕様に応じて装置本体２１の側部にもストッパ爪（補助スト
ッパ部材３１）を備えた商品払出装置を実現することができるので、商品払出装置の汎用
性を維持しながら、その製作コスト自体を安価に抑えることができる等の実用上多大なる
効果が奏せられる。
【００２３】
尚、本発明は上述した実施形態に限定されるものではない。例えば装置本体２１の大きさ
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（横幅）については、商品コラムの幅と商品サイズとに応じて設定しおけば良いものであ
る。一般的には装置本体２１の幅を商品コラムの最小幅と略等しく設定しておけば、幅の
狭い商品Ｓを２個同時払い出す場合であっても、これらの商品を２個並べて装置本体２１
の上面に載置することが可能である。また装置本体２１に補助ストッパ部材３１を装着す
る際、ストッパ爪２７が装置本体２１の上面に突出している状態でのみ行い得るようにし
ておけば、その軸部を結合する際の位置合わせを容易に行うことが可能となる。その他、
本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。
【００２４】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、装置本体の側部に選択的に装着されて、装置本体に
組み込まれたストッパ部材の軸部に連結される補助ストッパ部材を備えるので、商品コラ
ムからの商品の２個同時払い出しを行うような場合であってもこれらの商品の不本意な落
下を確実に防止することのできる商品払出装置を実現することができる。しかも簡易な構
成であるのでその製造コストを低く抑えることができる等の実用上多大なる効果が奏せら
れる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明一実施形態に係る自動販売機の商品払出装置の外観を示す図。
【図２】図１に示す商品払出装置の内部構造を示す図。
【図３】図１に示す商品払出装置におけるストッパ爪の軸孔形状の例を示す図。
【図４】図１に示す商品払出装置の商品コラムへの組み込み形態を示す図。
【図５】自動販売機の概略構成を示す図。
【図６】商品払出装置の一般的な内部構造の例を示す図。
【図７】図６に示す商品払出装置の作用を示す図。
【符号の説明】
２１　装置本体
２３　駆動プーリ
２４　無端状ベルト
２５　押圧部材（プッシャ）
２６　売り切れ検出レバー
２７　ストッパ爪
２８　軸部
３１　補助ストッパ部材
３２　軸体
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